
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三豊市 

避難所管理運営標準マニュアル 

事前準備解説編 

～ 地 域 版 避 難 所 運 営 マ ニ ュ ア ル の 作 成 に 向 け て ～ 

三豊市は、沿岸部、山間部や離島を有し、さまざまな災害が発生する可能性が

あります。中でも南海トラフ巨大地震が発生した場合は、揺れとその後の津波来

襲により、広い範囲で家屋の倒壊や浸水被害が発生し、多くの人々が避難所へ避

難するものと想定しています。 

このマニュアルは、避難所に関わる全ての方を対象に、さまざまな災害が発生

した際に、避難所の開設から運営がスムーズに行われるよう、三豊市の避難所共

通の『基本的な活動』を示したものです。 

この「事前準備解説編」では、避難所運営を行うにあたり、マニュアルを有効

に活用し、地域版のマニュアルを作成するために事前に行っておくべき事項に

ついて記載しています。 
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第１章 避難所運営にあたって  

 
 

  この章では、避難所運営を行うにあたり、三豊市の避難所運営に関する基本原 

則などを記載しています。 

  避難所運営への準備を始める際に、住民の皆さんに確認していただくものです。 
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１ 基本原則その１ －三豊市の避難所に関する考え方－ 

 

■  ◆ 避難所は、「避難を必要とする人」を受け入れる施設です。 

● 避難所は、「災害時に緊急的に住民の人などの安全を守り、または、災害により住家を失った

住民の人などの生活の場を確保するための施設」です。 

● 次のような「避難を必要とする人」を受入れの対象としています。 
 

【避難を必要とする人とは】 

 → 住居が被害を受け、居住の場を失った人 

 → ライフラインの被害により、日常生活が著しく困難な人 

 → 避難指示が発せられる等により、緊急避難の必要がある人 など 
 
 
 

  避難所は、避難者を一時的に受け入れる施設です。 

  避難所として活用する施設は、本来別の用途があります。避難者の受入れは、一時的なもので 

あり、自宅に戻ることのできる人や仮設住宅などへの受入れが決まった人には、退所を促し、施 

設本来の用途の回復を目指します。 
 
 
 

  避難者の「必要最低限の生活」を支援する施設です。 

  災害時に避難所で支援できることには、限界があるため、避難者の要望全てに応じるのではな 

 く、避難者の「必要最低限の生活」のために必要なことから優先して対応します。特に車中避難 

やペットを伴う避難者（以下、「ペット同行避難者」という。）には、その旨を伝える必要があ 

あります。 

  ただし、できる限り普段の生活との落差を少なくする「配慮」（特に高齢の人や障害のある 

人、乳幼児、性別、プライバシー等への配慮）を適切に行うことが必要です。 
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  自助・共助・公助の取り組みにより、円滑な避難所運営を目指します。 

  自助・共助・公助それぞれの活動が活発に行われ、それぞれの取り組みと相互 

の協力により、円滑な避難所運営を目指します。 

「自助」-個人・家庭で、自身や家族の身の安全を守る活動や、そのための備え- 

  日常から備える。 

＊ 自宅の耐震化や家具の転倒防止を行って、被害の軽減に努めます。 

＊ 食料や水（最低限1週間分）、簡易調理器などの備蓄を行い、食料不足やライフラインの停止に備 

えます。（P13参照） 

   安全な避難をする。 

＊ お住まいの地域の避難所や一時避難場所を事前に把握します。 

＊ お住まいの地域では、避難時にどのように行動するのかを事前に把握しておきます。 

＊ 災害時に避難する避難所、移動手段や安否の確認方法を家族で共有しておきます。やむを得ず、車で 

 の避難を予定する場合は、安全な経路や乗り入れ可能な避難所を事前に確認しておきます。 

   避難所でも必要最低限の自立した生活を行う。 

＊ 食料や水をすぐに持ち出せるよう準備しておき、避難の際に持参します。 

＊ 常用の薬や乳幼児のおむつなど、普段の生活で欠かせない物も非常持出品として準備しておきます。 

＊ ラジオと電池、携帯電話の簡易充電器（モバイルバッテリー）など、情報源と電源を準備しておきま 

す。 

    ＊ 車中避難を予定する場合は、弾性用ストッキングや車中で足を伸ばせる場所を設けるなど、エコノ 

ミー症候群を予防するための準備をしておきます。 

    ＊ ペットを伴う場合は、リード、キャリーケース、フード、ペットシーツなどを準備しておきます。 

「共助」-地域の中で地域住民の安全を共に守る活動や、そのための備え- 

   自主防災組織または自治会（以下、「地域団体」という。）など、地域でまとまって安全迅速に避難する。 

  地域住民の安否を確認する。 

＊ 避難する避難所や一時避難場所、避難の方法などを決めておきます。 

＊ 避難の際に支援が必要となる人を把握し、避難支援の方法を決めておきます。 

＊ 災害時の安否の確認方法を決めておきます。 

   円滑な避難所運営と地域の支援を行う。 

＊ 地域の避難所の活用方法や避難所運営の役割、運営方法を決めておきます。 

＊ 避難が困難な人への支援や乳幼児、性別、プライバシー等を考慮した配置について決めておきます。 

＊ 各支所本部及び地域の事業所との連携や協力について決めておきます。 

＊ 避難所運営訓練、避難所の施設や資機材の事前確認などを行います。 

 

「公助」-行政が市民の安全を守るために行う各種活動や、そのための備え- 

  円滑な避難所運営と迅速な避難所への支援を行う。 

＊ 食料や資機材の備蓄、物資の配送システムの充実など、物や情報の支援体制を整備します。 

＊ 避難所担当職員の派遣体制の整備、職員教育の徹底など、しっかりとした支援体制を構築します。 

＊ 地域団体や施設との事前協議、避難所運営訓練などの実施により、地域団体・避難者、行政、施設の 

協働による安全・安心かつ円滑な管理運営体制を整備します。 
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２ 基本原則その 2 －地域における避難所などと役割－ 

 

①   避難所  

  住民の人などが、発災直後から避難できる施設です。 

  開所・受付は原則として、市が避難所担当職員を派遣し、地域団体と協力して行います。 

  運営は原則として、地域団体・避難者・市職員・施設管理者等と協働して行います。 

  市が備蓄している飲料水、アルファ化米などの食料、簡易ベッド、トイレなどの物資を直接配送する 

か、各支所防災倉庫、避難所及び防災センターに保管されているものを使用します。 

＊  避難所は、発災直後から避難できる施設として指定しておりますが、避難の必要がある人はまず、高台など

の一時避難場所で生命の危険を回避した後、または直ちに避難所に避難します。       

＊ 避難所運営に関する役割は、地域団体、市職員、施設管理者が事前に協議を行い、あらかじめ決めておきま

す。 

＊ 避難所は、避難所周辺の地域住民が主な避難者となることから、特に地域の中では、避難した場合の運営方

法などについて、平常時から話し合いを行っておくことが重要です。 
 

② 避難施設  

  地域の人々が自主的に運営する施設です。 

  地域の人々が自ら備蓄などの準備を行い、災害時に備えます。 

  公的支援としては、 避難所への物資供給が可能となってからは、避難所において支援物資を受け取 

ることができますが、避難所からの運搬は、原則としてその避難施設を運営する人々が行います。 

＊ 集会所など、地域の施設を避難所として活用する場合、そこに避難する人々自身が普段から備蓄を行い、災 

害時の運営までを自立して行います。 

＊ 地域の判断で「避難施設」を立ち上げた後、各地域の避難所へ報告が行われることで、三豊市災害対策本部

が認知するので、当初は支援を個別に行うことができません。運営する人々自身が、運営方法などについて事

前に十分な検討や準備を行う必要があります。  

 

【参考】福祉避難所  ※原則として発災直後の避難はできません  

  避難所や避難施設での生活が困難な高齢者や障害者を受け入れる二次的な避難所です。 

  社会福祉施設の被害状況や受入れの可否を三豊市災害対策本部が確認した上で、避難所からの要請な 

どに応じて、家族、地域団体と協働し受入れの支援を行います。 

＊ 福祉避難所は、社会福祉施設など普段から利用されている人のいる施設ですので、原則として発災直後に直

接の避難はできません。 

＊ 避難所などへの避難が困難、または避難所などでの生活が困難な高齢者や、障害者の人を中心に受入れの支

援を行います。 
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３ 基本原則その 3 －三豊市の避難所運営の形－ 

 

◆  避難所は、「地域団体・避難者」、「三豊市」、「施設」が協働して運営します。  

  避難所運営に必要な様々な活動を円滑に行うため、避難所では、自主防災組織、自治会等の地域団体 

及び避難者、市が派遣する避難所担当職員、施設の管理者や職員からなる「避難所運営委員会」を立ち 

上げ、組織的な活動を実施します。 

  避難所では、そこにいる人全員が、世代や性別に関係なく、それぞれの役割を果たすとともに、情報 
を共有しながら、相互に連携して各種活動を実施します。 

 
〈 避難所運営に関わる組織・人 〉 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    ◇ 「避難所担当職員」とその役割（三豊市） 

▶ 市から避難所に派遣される職員です。市が高齢者等避難・避難指示を発令した 

場合や、市内で大規模災害が発生した場合に、避難所へ派遣されます。 

▶ 避難所担当職員は、避難所運営委員会の活動全般に携わるとともに、主に三豊 

市災害対策本部との情報連絡を行い、避難所内の課題解決に向けて要請や調整を

行います。 

◇ 「地域団体」とその役割 

▶ 自主防災組織や自治会など､避難所が設置される地域で組織されている団体で 

す。 

▶ 地域によって民生委員、児童委員や地区社会福祉協議会、防災士会なども密接

に関わるなど、形は様々ですが本マニュアルでは地域団体として記載していま

す。 

▶ 特に避難所開設当初においては、円滑に運営を開始するために、地域団体が中 

心となって運営の各種活動を行います。 

◇ 「避難者」とその役割 

▶ 避難所に避難される人です。避難者は、おおむね避難所が設置されている地域 

の住民ですが、それ以外の人が避難される場合もあります。 

▶ 避難所は、地域団体等の指示のもと、避難所の各種活動を積極的に行います。 

▶ また、避難所運営委員会は、時間の経過とともに地域団体中心から避難者中心 

 へと移行し、避難者による自主的な運営を行っていきます。 

◇ 「施設管理者・職員」とその役割（施設） 

 ▶  避難所となる施設の管理者や職員です。 

▶  避難所内の居住スペースや共有スペースを設置する際に調達や助言を行うな 

ど、施設の活用に関することを中心に運営の支援を行います。 



6 
 

避難所運営委員会組織図（例） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 避難所運営委員会を立ち上げる「前は」・・・ 

避難所開設当初は、避難所運営委員会の立ち上げが困難なことが予想されます。 

運営委員会を立ち上げるまでは、避難スペースの割り振りや、人数の確認など、必要な活動を地域団体を

中心に実施し、できるだけ早期に運営委員会の立ち上げができる体制を整えます。 

 

○ 避難所運営委員会を立ち上げた「後は」・・・ 

委員長を中心に、各活動班や居住組で運営に必要な活動を分担して実施します。 

活動をスムーズに始めるために、当初は、委員長・班長・組長は地域団体から選出しますが、時間の経過

にあわせて入れ替えを行い、地域団体にかかわらず、避難者が中心となって運営する委員会へと体制を移行

します。 
 
 
 
 
 

「居住組」とは 

避難者を避難スペース単位で編成

した組のことで、自治会などを基に

して編成します。車中避難者やペッ

ト同伴避難者がいる場合は、同様の

避難者をまとめて居住組を編成しま

す。 

「活動班」とは 

班長を中心に、避難所に必要な活

動を実施する班で、地域団体や避難

者で編成します。この際、各種意見が

反映できるよう、努めて男女の割合

が均等になるよう編成します。 

避  難  所 

委員長 副委員長 

（地域団体） 

避難所担当職員 

(市からの派遣職員) 

施設管理者・職員 

地域の関連団体 

(民生委員、児童委員など) 

第 2 居住組 

総務班 

情報班 

食料・物資班 

保健衛生班 

広報班 

警備班 

活動班 

居住組 

第１居住組 

・
・ 
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４ 基本原則その 4 －避難所運営に関する事前協議－ 

 

◆  避難所運営について、地域団体、三豊市、施設による事前協議を行います。  

  避難所の配置状況や避難所運営の体制などは、地域によって様々です。 

  市では、各地域にある避難所のうち、活動の拠点となる避難所を中心として、地域団体、市や施設に 

よる事前協議を行い、それぞれの役割を事前に確認し共有します。 

  また、避難施設の活用が見込まれる地域では、努めて、その活用方法や開設時期、「避難所とどのよ 
うに連携するか」などについても、併せて確認し共有します。 

 

5 基本原則その 5 －本マニュアルの活用、地域版マニュアル－ 

 

◆  事前協議に基づき、各地域において地域版マニュアルを作成し、活用します。  

  事前協議において決定した事項について、本マニュアル活動編の「避難所運営事前協議事項」(P２５ 

～)に記載し、互いに共有することで、各地域の特性を生かした「地域版マニュアル」として完成さ 

せ、活用します。 

  その他にも、本マニュアルを基本として、地域の実情に応じて新しいマニュアルを作成したり、すで 

に地域で作成しているマニュアルに本マニュアルの内容を生かしたりと、柔軟に地域版マニュアルを作 

成します。 

  また、地域版マニュアルは防災訓練などで活用して内容を点検したり、状況の変化に合わせて適時見 

直しを行います。 
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第２章 避難所運営の事前準備 

 

  本章では、地域団体、市、施設により行う「事前協議」や、その他に避難所 

運営を行うにあたり行っておくべき準備について記載しています。 

  「事前協議」では、地域にある避難所の開錠、開設、運営などについて、手 

順や各関係者が行う活動を確認し、地域版のマニュアルの完成を目指します。 
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1 事前協議  

  避難所運営に携わる関係者は、災害時に円滑な避難所運営を行うことを目的として、事前に運営に関 

する協議を行います。 

  協議した内容は、活動編（Ｐ2５～）に書き込んで、災害時に生かします。 

  協議で決めておくべきポイントは以下のとおりです。 

 

地域にある避難所の活用方法を決めます。  

○ 自分の地域にある避難施設を確認します。 

○ 地域住民を最初に避難させる一時避難場所や避難所を確認します。 

○ 鍵の管理体制の確認、開錠や安全確認の手順を確認します。 

○ 施設内の利用方法やルールを確認します。 

○ その他の施設の活用方法、開設手順、避難所間の連携体制を確認します。 

 

初動対応や、地域団体・三豊市・施設の役割を決めます。  

○ 避難者を収容する場所、収容方法を確認します。（施設の利用計画などを参照） 

○ 収容後に行う初動対応を確認します。 

＊ 受付の設置や人数確認の方法等を決めている地域では、皆で共有します。 

＊ 決めていない地域では、どのように行うかを確認しておきます。 

○ 地域団体、市が派遣する避難所担当職員、施設の管理者や職員の役割（初動対応）を確認しま 

す。 

 

その他の地域特性などについて確認しておきます。  

○ 住民の年齢層や地理的特徴など、起こりうる事態を確認します。 

＊ 高齢者が多数避難する・避難所に避難できない人が発生する 

＊ 車中で避難する・ペット同行避難者が発生する        ・・・など 

○ 地域の特性を踏まえ、避難所運営を行う上で留意する事項を確認します。 

＊ 高齢者が多数避難した場合の避難スペースの割り振りを決める 

＊ 自力による避難が困難な高齢者などに対する地域の対応を決める  

＊ 車中避難者に対する駐車スペースの割り振りを決める 

＊ ペットを管理する要領・場所などを決める          ・・・など 

 

確認した事項を共有します。  

○ 参加者で共有します。 

○ 地域内での情報共有手段を検討します。 

○ 地域内で共有し、その後、確認をします。 
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《 事前協議のイメージ 》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

【地域の避難所について】 

〇 市が活用（使用）できる施設を避難所に指定します。 

〇 市が施設管理者と協議し、車中避難やペット同行避難

の受入れの可否を決定します。 

 
地域団体 

三豊市 避難施設 

事 前 協 議 

🕑 

避難所 

小中学校体育館・ 

公民館など 

避難施設 

地域の集会所など 

 

【避難所について】              

〇 夜間の開錠方法は            〇 車中避難を管理する要領は 
〇 事前の鍵の管理は            〇 初期段階でまず行うことは 
〇 安全管理の方法は            〇 関係者の役割分担は 
〇 避難者を収容する方法は         〇 運営委員会の立ち上げ時期は 
〇 ペットを管理する要領は         〇 施設内の利用方法やルールは など 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                           

 【避難施設について】 

                        〇 支援が必要になった場合の対応は 

                        〇 独立した自主運営を原則として活用 

する自治会があるか      など 

🕑 

避難所 

小中学校体育館・ 

公民館など 

避難施設 

地域の集会所など 

避難施設 

地域の集会所など 
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２ 地域版マニュアルの作成 

  災害時に、事前協議で決定した事項に基づき円滑な活動を行うためには、活用するマニュアルにその 

内容が反映されていることが重要です。 

  本マニュアル（活動編）は、市の基本的な方針を明示しており、関係者による事前協議の結果を反映 

することで、地域の特性を生かした「地域版避難所運営マニュアル」を作成できます。 

  以下のいくつかの作成例を参考に、地域に合った方法で「地域版避難所運営マニュアル」を完成させ 

てください。 

 
 

《地域版マニュアルの作成例》 

作成例①  本マニュアルに事前協議で決定した事項を書き込む方法  

＊ 本マニュアルは、事前協議で決定した事項を書き込む欄を設けていますので、そこに書き込むことで、

地域版マニュアルとして活用することができます。 

（記載例：Ｐ1５～、実際の記載欄：活動編P2５～） 

 

   本マニュアル            地域版避難所運営 

                                    マニュアル 

  

  

 

 

 

              このマニュアルの「活動編」 

              に決定した事項を書き込む 

 

 

作成例②  本マニュアルに新しい項目やシートを追加する方法  

＊ 本マニュアルは、基本的な事項を記載したマニュアルですので、地域の実情に応じて、内容を修正した

り、新しい項目や新しいシート（※）を追加することで、地域版マニュアルが作成できます。（※別冊のマ

ニュアルシート集を参照） 

                              

                     本マニュアル            地域版避難所運営 

                                                                               マニュアル 

 

 

 

 

 

                                    本マニュアルに項目や 

                   シートなどを追加する 

地域団体 

三豊市 避難施設 

事前協議 

地域団体 

三豊市 避難施設 

事前協議 

新
シ
ー
ト 

新
規
項
目
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作成例③  地域の既存のマニュアルに、本マニュアルの要素を取り入れる方法  

＊ すでに地域でマニュアルを作成している場合は、本マニュアルの内容や各種様式などから、必要な要

素を取り入れて、地域版マニュアルを作成することができます。 

 

            本マニュアル 

 

 

 

                   地域の既存の                        地域版避難所運営 

マニュアル                            マニュアル 

 

 

 

 

 

               地域の既存のマニュアルに 

このマニュアルの内容や様式を取り込む 

 

作成例④  本マニュアルをもとに、新しいマニュアルを別途作成する方法  

＊ 本マニュアルに記入したり、内容を足したりするのではなく、本マニュアルを参考に、一から新しいマ

ニュアルを作成することも「地域版マニュアル」作成方法の１つです。 

 

 
 
 
                                          
                                         地域版避難所運営 

                                           マニュアル 

 
 
 
 
                      
                     このマニュアルを参考に 

                     別途マニュアルを作成 

 
 
 
 
 
 
 
 

地域団体 

三豊市 避難施設 

事前協議 

シ
ー
ト 

様 

式 

内 

容 

地域団体 

三豊市 避難施設 

事前協議 

 

参 考 
 
 
 
 

本マニュアル 
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３ 避難所運営体制の充実と強化 

  災害時に地域版マニュアルをより効果的に活用するためには、マニュアルに記載してあることを速や 

かに行動に移せることや、必要な物資や資機材が速やかに活用できることが重要です。 

  地域版マニュアルの作成に併せて、その他の備えも行い、避難所運営の体制を充実させましょう。 
 

避難行動を地域の中で共有します。  

＊ 避難方法は、地域の災害特性や社会特性によって大きく異なります。それぞれの地域の特性に応じた避

難方法、避難時の携行品、避難施設などをあらかじめ話し合い、地域住民の間でしっかりと共有しておき

ましょう。 

 

【携行品の例】 

○ 食料、飲料水、タオル、ティッシュペーパー、着替え、懐中電灯、携帯ラジオ、救急医薬品、常 

 用の薬、お薬手帳、粉ミルク、生理用品、携帯電話の簡易充電器（モバイルバッテリー）、現金な 

ど、自分や家族が必要とするもの 

○ 身軽な服装と底の厚い運動靴、必要に応じて雨具や防寒着など 

○ 家族の名札（住所、氏名、性別、生年月日、血液型を記載）など 

 

避難所運営で活用する物資や資機材を定期的に確認します。  

＊ 避難所などに市が備蓄している、または、地域団体が準備している物資や資機材は、事前協議や防災訓練 

などの機会に、備蓄場所や数量などの確認と使用点検などを行います。 

 

備蓄物資や資機材の定期的な点検 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊  避難所などの備蓄物資一覧は、活動編のＰ33、34 を参照してください。 

 

🕑 

避 難 所 

小中学校体育館・ 

公民館など 

避難施設 

地域の集会所など 

備蓄してある物資や資機材、 

運営用品などの確認（学校・体

育館の他は、各支所及び防災セ

ンターにおいて保管） 

地域で備蓄した物資や資機材

などの確認 
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防 災 訓 練 

避難所運営で活用する掲示物などを事前に作成します。  

＊ 避難所運営を行う上で必要となる「避難所のルール」などは、避難所ごとに定めて掲示できるよう、

活動編（P3５～）に例を示していますが、実際に避難所運営が始まってから作成するのは困難なこと

も予想されます。このように、使用が見込まれるものについては、事前に作成・準備しておくことも円

滑な運営に必要なポイントです。 

＊ 事前協議などの機会に、地域のルールや施設の利用方法などを話し合っておくとともに、掲示物など

を作成して備蓄品と一緒に保管しておくなど、災害時に速やかに活用できるように工夫しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域版マニュアルに基づき、定期的に防災訓練を実施します。  

＊ 作成した地域版マニュアルに基づき、防災訓練を定期的に実施します。 

＊ 避難から避難所立ち上げまでの流れを確認するとともに、避難者の人数確認、トイレの組み立て、アル

ファ米の炊き出しなど、実際に行う活動を皆で経験し共有します。 

 
 
 

地域版避難所運営 

マニュアル 

 
 
 
 
 
 
 
 

マニュアルを定期的に改良します。  

＊ 地域版マニュアルは一度作成して完了ではなく、防災訓練などを通じて、実態に合っているかなど、内

容を定期的に確認することが必要です。 

＊ 防災訓練などの際には、気づいた点などを幅広い年齢層、性別や異なる家庭環境の参加者などで再度話

し合い、必要に応じてマニュアルの修正や改良を行います。 

＊ また、見直した際には、地域の人々にその内容を周知することも忘れずに行ってください。 
 

〇〇の使用ルール 

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

〇〇配置図 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

避難所の 

ルール 

避難所内の 

配置図 
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参   考 
 
 
 

  活動編（Ｐ2５）に記載されている「避難所運営事前協議事項」の記載例など 

です。 

  ここでは、「自主防災組織を中心に、地域にある小中学校をグループ化して 

運営する場合」を例として記載しています。 

  地域によって運営体制は異なりますので、ご自身の地域に合った運営をする 

ため、事前協議の参考としてご覧ください。 

  記載例を参考に、地域の施設の配置やこれまでの運営体制などを考慮して、 

事前協議を進めてください。 
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一 例 

避難所運営事前協議事項【●●地区避難所】 

 

１ 地域の構成など 

全体の代表者 

代表者：自主防災会会長・・・・・ 

補 佐：副会長・・・・・・・ 

補 佐：副会長・・・・・・・ 

TEL：0875-**-**** 090-***-**** 

TEL：0875-**-**** 090-***-**** 

TEL：0875-**-**** 090-***-**** 

地域・地域の関係団

体等 

〇〇自治会 
(代表者：自治会長  ・・・・・・・ ) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

●●自治会 
(代表者：自治会長  ・・・・・・・ ) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

□□自治会 
(代表者：自治会長  ・・・・・・・ ) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

■■自治会 
(代表者：自治会長  ・・・・・・・ ) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

◇◇自治会 
(代表者：自治会長  ・・・・・・・ ) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

◆◆自治会 
(代表者：自治会長  ・・・・・・・ ) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

◆◆自治会 
(代表者：自治会長  ・・・・・・・ ) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

●●地区社会福祉協議会 
(代表者：会長  ・・・・・・・   ) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

●●地区民生委員児童委員協議会 
(代表者：会長  ・・・・・・・   ) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

三豊市防災士会 
(代表者：●●町●●地区代表・・・・ ) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

 

２ 地域で活用する避難所など   

避 難 所 

※市立学校など 

施設①三豊市立〇〇小学校 (ＴＥＬ：0875-**-****          ) 

施設②三豊市立〇〇中学校 (ＴＥＬ：0875-**-****          ) 

施設③  

施設④  

上記以外の施設 

※避難施設として活

用される集会所など 

〇●自治会集会所 

 

(〇●自治会長 ・・・・T E L：0875-**-****) 

(T E L：                  ) 

(T E L：                  ) 

(T E L：                  ) 
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３ 避難所に関する概要 

施 設 ① 三豊市立〇〇小学校 

施 設 管 理 者 校長・・・・・・・ (TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

避難所担当職員 

三豊市役所＊＊＊＊課職員 (TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

※夜間休日発生時の初動 

三豊市役所＊＊＊＊課職員 

 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

活 用 用 途  地域住民が最初に避難する施設として使用する。 

地域内での避難 

予 定 者 等 

〇〇自主防災会以下 ●●自治会  ■■自治会 

以外 □□自治会  ◇◇マンション自治会 

鍵 の 保 有 者 

( 連 絡 先 ) 

体育館 〇〇小学校職員・・・・・ 

体育館 〇〇自治会長 ・・・・・ 

体育館 三豊市職員  ・・・・・ 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

開錠と安全管理 

※施設職員がい

る時間 

開 錠 

 〇〇小学校職員が開錠する。 

安全管理 

 基本は●●小学校職員 

 避難所担当職員、〇〇自治会役員は到着後に合流する。 

開錠と安全管理 

※施設職員がい

ない時間 

開 錠 

 〇〇小学校職員、職員到着前は地域の鍵保有者が開錠する。 

安全管理 

○○小学校職員、避難所担当職員、○○自治会役員のうち到着している者が行う。 

運 営 に 関 す る 

特 記 事 項 

※施設利用や他

の施設との連携

の ル ー ル な ど 

１ 避難所は市から要請された場合か、避難所にいる○○小学校職員、〇〇自主防災 

会、避難所担当職員が必要と判断した場合に開設する。開設前に施設の安全確認を確 

実に実施する。 

2 避難者を収容するのは、体育館とする。ただし、体育館での生活が困難な高齢者や 

障害者、乳幼児など配慮が必要な人がいる場合は、避難所として１階多目的室、授乳 

室・女性更衣室として××教室を開放する。 

3 車中避難の管理区域をグランドの〇〇付近に設定し標示する。（別紙：学校平面図 

による（＊分かり易い要図で作成します。）） 

4 ペットの管理区域を体育館の〇〇付近の軒先に設定し囲いの設置または各個ゲー

ジ・キャリーケースなどで管理する。 

5 ○○小学校で避難者を受け入れきれない場合は、○○中学校の収容状況を確認のう

え調整する。また、○○自治会集会場を開設する。 

6 ○○中学校、○○自治会集会場との調整は、○○小学校の運営委員会を本部として

行い、各避難所へ役員を割り振って連携する。市の避難所担当職員は、定期的に各施設

の状況を確認する。 

7 市の支援物資の供給が始まったら、各施設で必要な物資は、○○小学校の運営本部

で取りまとめる。物資の配送は、皆で協力して行う。 
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施 設 ② 三豊市立〇〇中学校 

施 設 管 理 者 校長・・・・・・・ (TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

避難所担当職員 

三豊市役所＊＊＊＊課職員 (TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

※夜間休日発生時の初動 

三豊市役所＊＊＊＊課職員 

 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

活 用 用 途  地域住民が最初に避難する施設として使用する。 

地域内での避難 

予 定 者 な ど 

●●自治会 ■■自治会 〇〇自治会 

□□自治会 ◇◇団地 

鍵 の 保 有 者 

( 連 絡 先 ) 

体育館 〇〇中学校職員・・・・・ 

体育館 ●●自治会長 ・・・・・ 

体育館 三豊市職員  ・・・・・ 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

開錠と安全管理 

※施設職員がい

る時間 

開 錠 

 〇〇中学校職員が開錠する。 

安全管理 

 基本は〇〇中学校職員 

 避難所担当職員、〇〇自治会役員は到着後に合流する。 

開錠と安全管理 

※施設職員がい

ない時間 

開 錠 

 〇〇中学校職員、職員到着前は地域の鍵保有者が開錠する。 

安全管理 

○○中学校職員、避難所担当職員、○○自治会役員のうち到着している者が行う。 

運 営 に 関 す る 

特 記 事 項 

※施設利用や他

の施設との連携

の ル ー ル な ど 

１ 避難所は市から要請された場合か、避難所にいる〇〇中学校職員、○○自主防災会 

役員、避難所担当職員が必要と判断した場合に開設する。開設前に施設の安全確認を 

確実に実施する。 

2 避難者を収容するのは、体育館とする。ただし、体育館での生活が困難な高齢者や 

 障害者など配慮が必要な人がいる場合は、武道館、△△教室の順に開放する。また、 

 必要に応じて授乳室や女性更衣室を〇〇室に設ける。（別紙：学校平面図による。） 

3 〇〇中学校で避難者を受け入れきれない場合は、○○小学校の収容状況を確認のう 

え調整する。また、○○町保健センターを開設する。 

4 ○○町自治会集会場との調整は、○○中学校の運営委員会を本部として行い、各避 

難所へ役員を割り振って連携する。 

5 開設したときは、地域団体の役員を割り振る。○○中学校の運営委員会を本部とし 

て連携をとる。 

6 三豊市災害対策本部の支援物資の供給が始まったら、中学校の本部に必要数を報告 

する。各施設で必要な物資は、中学校の運営本部で取りまとめる。物資の配送は、皆 

で協力して行う。 
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施 設 ③ 〇●自治会集会場 

施 設 管 理 者 ■■自治会長 ・・・・・・・ (TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

避難所担当職員 

なし 

開錠した場合は〇〇小学校から巡回 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

※夜間休日発生時の初動 

なし 

 

(TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

活 用 用 途 
 体の不自由な人や介護が必要な人を移動させる施設として活用する。 

 ※ 和室などを優先的な避難スペースとして活用する。 

地域内での避難 

予 定 者 な ど 
同 上 

鍵 の 保 有 者 

( 連 絡 先 ) 
■■自治会長 ・・・・・・・ (TEL：0875-**-**** 090-***-****) 

開錠と安全管理 

※施設職員がい

る時間 

開 錠 

 ■■自治会長が開錠する。 

安全管理 

 ■■自治会長、または地域団体役員で行う。 

開錠と安全管理 

※施設職員がい

ない時間 

開 錠 

 ■■自治会長が開錠する。 

安全管理 

■■自治会長、または地域団体役員で行う。 

運 営 に 関 す る 

特 記 事 項 

※施設利用や他

の施設との連携

の ル ー ル な ど 

１ 市から要請された場合か、○○小学校で体育館での生活が困難な高齢者や介護が必 

要な人がいた場合に、地域団体役員、避難所担当職員が判断し、鍵を保有している 

■■自治会長と開設する。 開設前に施設の安全確認を確実に実施する。 

２ 避難者を収容するのは、1 階和室などとする。 

３ 更衣室は、〇〇室などとする。 

４ ペットを伴っている場合は、玄関前にサークルを設置し自己管理してもらう。 

５ 開設したときは、地域団体の役員を割り振る。○○小学校の運営委員会を本部とし 

て連携をとる。 

６ 三豊市災害対策本部の支援物資の供給が始まったら、小学校の本部に必要数を報告 

する。物資の配送は、皆で協力して行う。 
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４ 避難所運営の初動の役割 

地域団体 

※ 主に避難所の開設・受付や管理 

１ ○○小学校で､各自治会の協力のもと避難所立ち上げの準備を行う。 

 → 体育館内のスペースを自治会ごとに割り振り 

→ 受付や本部の設置、ルールの掲示など 

→ 避難者数の取りまとめ(各自治会の報告から） 

→ トイレの確認 

→ 備蓄物資や資機材を確認し、準備する(体育準備室の倉庫） 

２ 避難所運営委員会を立ち上げて、マニュアルシートで仕事を分担して行う。 

 初期の各班長の予定(当日の状況で変更する)  

委員長（＊＊＊＊） 

情報班（＊＊＊＊）   総務班（＊＊＊＊）  保健衛生班（＊＊＊＊） 

食料・物資班（＊＊＊＊）広報班（＊＊＊＊） 

３ 小学校･中学校以外の施設を開設する必要があるときは、各施設管理者に連絡し、開 

設の体制を整える。 

避難所担当職員 

※ 主に三豊市災害対策本部との調整や要請 

１ 地域団体と一緒に、避難所の立ち上げの準備を行う。 

２ 三豊市災害対策本部に被害状況や避難所の開設について報告し、その後の連絡調整 

全般を行う。 

３ 情報班や広報班と協力して、市役所からの災害情報などを避難者に提供する。 

４ 必要な活動の支援、地域団体の活動を補佐する。 

５ 三豊市災害対策本部への要請や調整を行う。 

施設管理者 

※ 主に避難所施設に関する支援 

＜〇〇小学校、〇〇中学校＞ 

１ 施設の状況を確認し、使用できるスペースを確保する。 

２ 施設の利用に関する調整を中心に、避難所の立ち上げを支援する。（ペットスペース 

やトイレの設置、家庭科室の利用など） 

３ 必要に応じて、教室の開放や避難者誘導を支援する。 

＜その他の施設＞ 

１ 施設の安全確認を行い避難所として使用できる体制を整える。 

２ 避難所として開設する場合は、施設の利用に関して支援する。 

地 域

に 関

す る 

各 種

団 体 

防災士会 ※ 主に地域住民に関する支援 

民生委員 
１ 避難することが困難な在宅避難の高齢者や要介護者の安否確認を行う。 

２ 避難所内の高齢者や要介護者の支援を行う。 

児童委員  

そ の 他  
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５ 避難施設として集会所などを活用する地域との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ その他の留意事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 避難施設を活用する人の自主運営が原則 

・ ○●自治会が災害直後から避難し運営する。物資などは、○●自治会または〇〇防災センター 

倉庫の備蓄で対応する。 

・ 支援物資が必要となる場合は、○●自治会から○○小学校の本部に依頼するものとする。 

・ ○○小学校に物資が届いた後の搬送は原則として○●自治会が行う。 

 

 

 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三豊市避難所管理運営標準マニュアル (事前準備解説編) 

 

発 行 年 月    令和５年４月 

編集・発行    三豊市総務部危機管理課 

問い合せ先    〒767-8585 

香川県三豊市高瀬町下勝間 2373 番地 1  

電 話: 0875-73-3119 
 


